
宇部市では､ＤＶ等でお悩みの方
のために女性相談窓口｢宇部市配偶
者暴力相談支援センター｣を設置し
ています。
悩みを一人で抱え込まず､まずは
電話してみてください。

【宇部市配偶者暴力相談支援
センター】へご相談を

各種相談窓口のお知らせ
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※電話､ＳＮＳ相談に対応。
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（全国共通人権相談ダイヤル）
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パープルリボンは
女性に対する暴力根絶の
シンボルマークです。

専用電話

電話・面接
相 談

３３－４６４９

月～金曜日
9 ～16 時30分

（祝日は休み）

さぁ さぁ、 よ ろ し く

相 談 料 無 料

※秘密は堅く守ります。

ひとりで悩まないで

まずはご相談ください

配偶者からの暴力、
元交際相手等からのストーカー
行為は、人権を著しく侵害する
行為です

法律相談
心理相談
男性相談

事前に電話でご予約
ください。
（月１回開催）

相談は無料です。
秘密は堅く守りますので､どうぞご安
心ください。
あなたの気持ちに寄り添いながら､一
緒に解決策を考えていきます。



ＤＶやストーカー行為は重大な人権侵害。まずはどのようなものか、知ることが大切です!

暴力には特有のサイクルがある

加害者はいつも暴力的というわけではなく､時に
は優しく振る舞ったりもします。

「面前DV」は児童虐待です

今､あなたにできることは､自分と
子どもの安全や将来のことを第一
に考え､専門の機関に相談したり､
援助を求めることではないでしょ
うか。

子どもの目の前でのDVは、｢面前ＤＶ｣と言われ、
児童虐待の心理的虐待にあたります。面前DVは子
どもの心身の発達にさまざまな影響を与えます。

ＤＶをほかの人に相談することは､とても勇気のい
ることです。しかし､暴力はどんどんエスカレート
し､このままだとあなたや子どもたちに取り返しの
つかない傷を負わせることになってしまうかもしれ
ません。

「ストーカー行為」は犯罪です

ＤＶの種類は
さまざま

ＤＶ（ドメスティック･バイオレンス）は直訳すると｢家庭内暴力｣という意味ですが､一
般的には｢配偶者（パートナー）からの暴力｣のことをいいます。
また､交際相手から暴力を振るわれたり､行動を制限されたりすることは｢デートＤＶ｣
と呼ばれ､特に10～20代の若いカップルの間で起こっています。

そのため被害者は､
｢この人は､本当は優
しい人なんだ｣､｢も
う一度､信じてみよ
う｣と期待して､関係
を続けてしまうこと
があります。

しかしほとんどの
場合､暴力の周期は
短くなり ､ エスカ
レートしていくため､
注意が必要です。

Q. 以前交際していた男性から、会社帰りに待
ち伏せされたり、拒否したにもかかわらず、しつ
こく電話やメールが来て迷惑しています。これっ
て犯罪ですか?

A. 犯罪です。このように「つきまとい等」を
繰り返す行為はストーカー規制法により処罰の対
象になります。

元交際相手からのつきまとい等のストー
カー行為、SNS上の誹謗中傷などは、いず
れも個人の安全や尊厳を脅かす不法又は
犯罪行為です。これらの相談に対しても宇
部市配偶者暴力相談支援センターでは、
警察と連携し支援します。

ストーカーの10類型の行為
「ストーカー行為」とは、恋愛感情等によるつきまとい、
待ち伏せをはじめとする下記10類型の行為を、あなたやあな
たの身近な人（配偶者、親族、友人、同僚など）に対して繰
り返して行うことです。

①つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき等
②監視していると告げる行為
③面会や交際の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話・拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子
メール・SNSメッセージ・文書等
⑥汚物等の送付
⓻名誉を傷つける
⑧性的羞恥心の侵害
⑨GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為
⑩GPS機器等を取り付ける行為等


